
　平成２５年１２月２６日に決定された国の原子力損害賠償紛争審査会中間指針第四次追補に基づく新た

な賠償の受付が開始されます。

　東京電力から「避難生活等による精神的損害」を合意いただいたことがある世帯の代表者に案内文書が

送付されておりますので、改めてお知らせします。

■今回新たに賠償される項目については、以下のとおりです。

　　○平成２３年３月１１日時点に双葉町に居住されていた方で、長期間にわたり当該地域における生活　　○平成２３年３月１１日時点に双葉町に居住されていた方で、長期間にわたり当該地域における生活　　○平成２３年３月１１日時点に双葉町に居住されていた方で、長期間にわたり当該地域における生活　　○平成２３年３月１１日時点に双葉町に居住されていた方で、長期間にわたり当該地域における生活

　　　 の断念を余儀なくされたことに対する　　　 の断念を余儀なくされたことに対する　　　 の断念を余儀なくされたことに対する　　　 の断念を余儀なくされたことに対する精神的損害の賠償が精神的損害の賠償が精神的損害の賠償が精神的損害の賠償が平成２６年４月から受付が開始平成２６年４月から受付が開始平成２６年４月から受付が開始平成２６年４月から受付が開始されてされてされてされて

　　　　　　　　　　　　 おります。 おります。 おります。 おります。 　⇒　請求書の送付の申込みを行ってください。請求書の送付の申込みを行ってください。請求書の送付の申込みを行ってください。請求書の送付の申込みを行ってください。

　　○避難生活にともない、平成２６年４月以降に負担された　　○避難生活にともない、平成２６年４月以降に負担された　　○避難生活にともない、平成２６年４月以降に負担された　　○避難生活にともない、平成２６年４月以降に負担された家賃の賠償が家賃の賠償が家賃の賠償が家賃の賠償が平成２６年５月から受付開始平成２６年５月から受付開始平成２６年５月から受付開始平成２６年５月から受付開始

　　　 となります。　　　 となります。　　　 となります。　　　 となります。

　　○平成２６年３月から平成２７年２月において、就労しているが減収となっている方、または求職活動　　○平成２６年３月から平成２７年２月において、就労しているが減収となっている方、または求職活動　　○平成２６年３月から平成２７年２月において、就労しているが減収となっている方、または求職活動　　○平成２６年３月から平成２７年２月において、就労しているが減収となっている方、または求職活動

　　　 している等就労意思があるものの失業状態となっている方を対象に、避難生活等にともなって生じ　　　 している等就労意思があるものの失業状態となっている方を対象に、避難生活等にともなって生じ　　　 している等就労意思があるものの失業状態となっている方を対象に、避難生活等にともなって生じ　　　 している等就労意思があるものの失業状態となっている方を対象に、避難生活等にともなって生じ

　　　 た　　　 た　　　 た　　　 た給与等の減収額等（就労不能損害）の賠償が給与等の減収額等（就労不能損害）の賠償が給与等の減収額等（就労不能損害）の賠償が給与等の減収額等（就労不能損害）の賠償が平成２６年６月から受付開始平成２６年６月から受付開始平成２６年６月から受付開始平成２６年６月から受付開始となります。となります。となります。となります。

　　○住居確保にかかる損害　　○住居確保にかかる損害　　○住居確保にかかる損害　　○住居確保にかかる損害※※※※については、東京電力の準備が整い次第、下記内容でについては、東京電力の準備が整い次第、下記内容でについては、東京電力の準備が整い次第、下記内容でについては、東京電力の準備が整い次第、下記内容で別途案内予定別途案内予定別途案内予定別途案内予定とととと

　　　 なっております。　　　 なっております。　　　 なっております。　　　 なっております。

　　※※※※住居確保にかかる損害の賠償内容

　　　＜平成２３年３月１１日時点の居住形態が持ち家であった方＞

移住等にともない、新たに住宅等を再取得される際にかかる費用と従前の住居の事故前価値との

差額を一定の範囲内で賠償。

　　　＜平成２３年３月１１日時点の居住形態が借家であった方＞

移住等にともない、新たに借家に入居するための礼金等一時金相当額、ならびに従前の家賃との

差額相当分を賠償。

　　　該当する賠償の内容、請求書の送付の申込み該当する賠償の内容、請求書の送付の申込み該当する賠償の内容、請求書の送付の申込み該当する賠償の内容、請求書の送付の申込みは、下記東京電力あてにお問い合わせ願います。

作成元： 〒９７４－８２１２　福島県いわき市東田町２丁目１９－４

双葉町役場いわき事務所　復興推進課　　電話：０２４６－８４－５２０３

東京電力による個人を対象とした東京電力による個人を対象とした東京電力による個人を対象とした東京電力による個人を対象とした

新たな原子力損害賠償の新たな原子力損害賠償の新たな原子力損害賠償の新たな原子力損害賠償の

受付開始について受付開始について受付開始について受付開始について

＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞

東京電力株式会社東京電力株式会社東京電力株式会社東京電力株式会社 福島原子力補償相談室福島原子力補償相談室福島原子力補償相談室福島原子力補償相談室

受付時間：午前９時～午後９時受付時間：午前９時～午後９時受付時間：午前９時～午後９時受付時間：午前９時～午後９時 電話：０１２０－９２６－４０４電話：０１２０－９２６－４０４電話：０１２０－９２６－４０４電話：０１２０－９２６－４０４


